長崎県電気工事業工業組合

長崎電気工事業協同組合　　　加入宣言書
加入資格
第1 加入希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力（以下「暴力団等反社会的勢力」という）に属していると認められるときには、加入審査を受け付けないものとします。
組合員資格の停止・除名

第2 組合員が次の各号の一に該当したときには、組合員の資格を停止または除名することができるものとします。

1 暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき
2 暴力団等反社会的勢力を推薦または紹介により加入させたとき

3 法人でその役員のうち暴力団等反社会的勢力に所属する者がいるとき
	


誓　　約　　書
　私は、暴力団又は暴力団と関係がある事業者でないことを誓約いたします。

なお、万一違反不正の行為があった場合において資格取り消しの処分を受けても異議はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日
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